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令和６年度 北方学園中学校生徒指導体制について（お知らせ） 

 

 

 陽春の候 保護者の皆様におかれましては益々ご健勝のことと拝察申し上げます。 

  さて、本校では生徒の自己指導能力を高め、「主体的に判断し行動することのできる生徒」を

育成するために、集団生活上の様々なきまりを設けております。それを基に、程度に応じて下記

のような「段階的な指導」を行うこととしています。これは、小さな問題でもあいまいにしない

指導を行うことにより、大きな問題行動を未然に防ぐこと、また基準を明確にし段階に分けるこ

とで「ぶれない指導」を行うことを目的としています。 

つきましては、新年度のスタートにあたり、この指導方法の趣旨や有効性等をご理解の上、さ

らなるご協力をお願い申し上げます。 

 

記 

  

段 階 指導にあたる職員・関係機関 問題行動等 

第１段階 担任または教科担任指導 
 

 

 

 

問題行動のレベルに応じ

て、指導段階を決め、段階

的に指導して参ります。 

第２段階 
第１段階に学年主任、担任（部顧問）

を加えた指導 

第３段階 
第２段階に生徒指導主事を加えた

指導 

第４段階 保護者面談 

第５段階 保護者面談、教頭指導 

第６段階 保護者面談、校長指導 

 

 

○ 不要物の持ち込みについては、学校で一時預かりとし、保護者と相談の上返却します。 

○ 携帯電話等の学校への持ち込みは禁止です。持ち込みがあった場合には、保護者に来校し

ていただき直接返却します。 

○ 携帯電話等の利用は、学習の妨げになるばかりでなく、ＳＮＳ等を通じた様々な問題の原

因となっています。家庭で使用する場合にも、使用上のルールを決めたりフィルタリングを

かけたりするなど、問題を未然に防ぐ対策をお願いします。 

 
【 担 当 】 

 北方学園中学校  

生徒指導主事 山本 恵子 

Tel ０９８２－４７－２００５ 


